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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャロー・トレンチ分離構造を形成する方法であって、
　半導体層内に開口部を形成する工程と、
　前記開口部内および前記半導体層の上に第１の誘電体材料を堆積させる工程と、
　前記第１の誘電体材料の一部を除去して分離構造を形成する工程であって、前記分離構
造は前記半導体層および前記分離構造の間に少なくとも１つのボイドを有する、分離構造
を形成する工程と、
　前記分離構造および前記半導体層の上にコンフォーマルな第２の誘電体材料を堆積させ
る工程であって、前記少なくとも１つのボイドが前記コンフォーマルな第２の誘電体材料
で満たされる、コンフォーマルな第２の誘電体材料を堆積させる工程と、
　前記コンフォーマルな第２の誘電体材料を除去する工程とを含み、
　前記コンフォーマルな第２の誘電体材料を除去する工程の後に、前記少なくとも１つの
ボイドに前記コンフォーマルな第２の誘電体材料の一部が残留し、前記半導体層よりも上
方に延びる前記分離構造の少なくとも一面に前記コンフォーマルな第２の誘電体材料の第
１部分が残留し、前記分離構造の上面を前記コンフォーマルな第２の誘電体材料の第２部
分が覆う、方法。
【請求項２】
　前記開口部内および前記半導体層の上に前記第１の誘電体材料を堆積させる前記工程が
、前記開口部の側壁に隣接して誘電体ライナ膜を堆積させる工程を含む、請求項１に記載
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の方法。
【請求項３】
　前記コンフォーマルな第２の誘電体材料を堆積させる前記工程が、前記半導体層の上面
よりも上方に延びる前記第１の誘電体材料の側壁に前記コンフォーマルな第２の誘電体材
料を堆積させる工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンフォーマルな第２の誘電体材料を堆積させる前記工程が、窒化ケイ素、酸窒化
ケイ素または炭化ケイ素を堆積させる工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　半導体層と、
　前記半導体層内に形成されたデバイス分離構造とを含み、前記デバイス分離構造は、前
記半導体層内のトレンチに配設された第１の誘電体材料を含み、前記トレンチの側壁に隣
接する前記第１の誘電体材料中にボイドが存在し、さらに、
　前記ボイド中にコンフォーマルな第２の誘電体材料の一部が存在し、前記半導体層より
も上方に延びる前記デバイス分離構造の少なくとも一面に前記コンフォーマルな第２の誘
電体材料の第１部分が存在し、前記分離構造の上面を前記コンフォーマルな第２の誘電体
材料の第２部分が覆う、集積回路構造。
【請求項６】
　前記半導体層の上面よりも上方に延びる前記第１の誘電体材料の上部領域が側壁を含み
、前記第２の誘電体材料の第１部分が前記上部領域の前記側壁上に存在する、請求項５に
記載の集積回路構造。
【請求項７】
　前記第２の誘電体材料の別の一部が前記デバイス分離構造の上面にも存在する、請求項
６に記載の集積回路構造。
【請求項８】
　前記第２の誘電体材料の別の一部が前記デバイス分離構造の上面に存在する、請求項５
に記載の集積回路構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、集積回路に関し、より詳細には、集積回路内にシャロー・トレンチ分
離構造（ＳＴＩ）構造を形成する方法およびその方法に従って形成されるシャロー・トレ
ンチ分離構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路は通常、半導体基板と、トランジスタなどその基板内のドープ領域を備える半
導体デバイスとを含む。これらのドープ領域を電気的に接続して電気デバイスおよび電気
回路を形成するための相互接続構造が半導体基板の上にある。従来の相互接続構造は、誘
電体層を導電層と交互に含む。誘電体層中のほぼ垂直な導電性ビアまたはプラグが、導電
層中のほぼ水平な導電性トレースまたはランナを接続する。
【０００３】
　ＣＭＯＳデバイス（相補型金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ）は、互いに反対の
導電型にドープされた隣り合うウェル内に形成されたｎチャネル型およびｐチャネル型金
属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）を含む。各ＭＯＳＦＥＴは、チャ
ネルによって分離されたソースおよびドレイン領域、チャネルの上に形成されたゲート酸
化物、およびゲート酸化物の上に形成されたドープ・ポリシリコン・ゲート電極をさらに
含む。適当なゲート電圧によりチャネルが反転してソース領域とドレイン領域の間の電流
の流れを可能にする。
【０００４】
　集積回路基板内では、ドープ領域の望ましくない相互作用によって形成される寄生デバ
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イスの効果を避けるために、いくつかのドープ領域を電気的に分離することが必要なこと
がある。たとえば、寄生バイポーラ構造、たとえばｐ－ｎ－ｐ－ｎサイリスタは、ＣＭＯ
Ｓデバイスのウェルおよびドープ・ソース／ドレイン領域によって形成される。このサイ
リスタは、通常のＣＭＯＳ動作条件下では動作しない（オフ）。しかしながら、あるバイ
アス条件下では、ｐ－ｎ－ｐ領域がｎ－ｐ－ｎ領域にベース電流を供給し、それによりＣ
ＭＯＳデバイスの２つのＭＯＳＦＥＴ間にリーク電流の流れが生じ、そのためＣＭＯＳデ
バイスのラッチアップを引き起こす可能性がある。このリーク電流を防ぐために、従来技
術では、基板内の隣り合うＭＯＳＦＥＴ間に分離構造が形成される。
【０００５】
　シリコン局所酸化（ＬＯＣＯＳ）法に従って、またはシャロー・トレンチ分離（ＳＴＩ
）法に従って形成される酸化物（二酸化ケイ素）分離領域は、リーク電流を最小限に抑え
、また前述の寄生効果を低減するように、隣り合うトランジスタ（または集積回路内に形
成される他のデバイス）のドープ領域を電気的に分離する。
【０００６】
　シリコン局所酸化法を用いると、半導体基板の不活性領域（電界領域）内に陥凹ＬＯＣ
ＯＳ分離領域が形成される。あるＬＯＣＯＳ法によれば、窒化ケイ素の層を基板の上に堆
積させ、従来のマスキングおよびエッチング工程に従ってパターニングして、下にある半
導体基板領域を露出させる開口部を窒化ケイ素内に形成する。開口部を通して露出した半
導体基板を酸化することにより、分離ＬＯＣＯＳ領域が形成される。窒化ケイ素によって
マスクされた領域では酸化は起こらない。
【０００７】
　ＳＴＩ構造は、活性デバイスを電気的に分離するための誘電体で充てんされた基板のト
レンチ（深さ約３００ｎｍ）を含む。シャロー・トレンチ分離構造は使用する基板の表面
積がより少なく、またより平坦な上面トポグラフィを示すので、ＬＯＣＯＳ構造に勝るい
くつかの利点を有する。面積の消費量が減ると、回路の設計者が、集積回路内に単位面積
当たりでよりたくさんのトランジスタを含めることが可能になる。より平坦な上面トポグ
ラフィは、適切な寸法の材料層をその上に形成するのに、またフォトリソグラフィによる
正確なパターニングに有益である。
【０００８】
　ＳＴＩ構造は、約０．２５ミクロンを下回るデバイス寸法に特に有用であり、優れた分
離も提供する。というのも、ＳＴＩのトレンチの底に形成されるとがった隅部が、隣り合
うドープ領域間のリーク電流を阻止する傾向にある電圧障壁を形成するからである。ＬＯ
ＣＯＳ領域は一般に、丸みのある隅部を示し、したがって多少のリーク電流を許容してし
まうことがある。
【０００９】
　図５～８は、ウエハ上に形成された複数の集積回路のうちの１つの集積回路の基板内に
シャロー・トレンチ分離構造を形成するための従来の連続する加工工程を示す、共通平面
に沿った断面図（原寸に比例して示していない）である。
【００１０】
　図５における半導体基板３０は、離隔されたドープ領域３２を含む。ドープ領域３２は
、それらの間にあるシャロー・トレンチ分離構造で分離されることが望ましい。応力を低
減する二酸化ケイ素層３６（パッド酸化物層３６とも称される）を、基板３０の上面３７
の上に堆積または成長させる。次に、二酸化ケイ素層３６の上に窒化ケイ素層３８を（典
型的には、低圧化学気相成長法に従って）堆積させる。
【００１１】
　既知のプロセスに従って、フォトレジスト層４０を堆積させ、露光し、現像してその中
に開口部４１を形成する。
　窒化ケイ素層３８およびパッド酸化物層３６内に、開口部４１を通して側壁４７付きの
開口部４６を形成する。開口部４６は、好ましくは酸素とＣ２Ｆ６および／またはＣＨＦ

３などのフッ素含有ガス（フッ素含有ガスはシリコン基板３０に対して選択的である）を
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用いるプラズマ・エッチング・プロセスにより形成される。
【００１２】
　フォトレジスト層４０を除去し、ウエハを洗浄する。開口部４６をマスクとして用い、
通常は臭化水素および塩素を用いたプラズマ・ドライ・エッチングを含むエッチング工程
中に、半導体基板３０内に側壁４９付きのトレンチ４８（図６参照）を形成する。
　誘電体ライナ膜５０をトレンチ４８内に形成しまたは堆積させる。
【００１３】
　図７に示すように、トレンチ４８内に誘電体材料を堆積させることによりＳＴＩ構造５
５を形成する。この材料堆積は、ライナ膜５０にほぼ隣接してトレンチ４８内に比較的低
密度の誘電体材料５６Ａを堆積させる第１の工程を含む。第２の堆積（バルク堆積）工程
中は、堆積室に十分な電力を供給して高イオン密度を形成する。これにより材料堆積速度
（およびプロセスのスループット）が増大して、トレンチ４８内に高密度誘電体材料５６
Ｂ（たとえば、非ドープケイ酸ガラス）が形成される。後者の堆積は通常、高密度プラズ
マ非ドープケイ酸ガラス（ＨＤＰ　ＵＳＧ）堆積法に従って行われる。別の実施形態にお
いては、ＨＤＰ　ＵＳＧ法の代わりに常圧化学気相成長法（ＡＰＣＶＤ）を使用すること
もできる。高密度ＨＤＰ　ＵＳＧ材料５６Ｂを堆積させるために、堆積室内で約１０１１

～約１０１３ｉｏｎｓ／ｃｍ３の範囲のプラズマ・イオン密度を生成し、比較的高材料堆
積速度及び高密度材料を生じる。堆積工程中は、窒化ケイ素層３８の上面５９上にも誘電
体材料が堆積される。化学的機械研磨（ＣＭＰ）工程により、上面５９から誘電体材料が
除去され、この化学的機械研磨は窒化ケイ素層３８上で停止する。この誘電体材料（たと
えばＨＤＰ　ＵＳＧ）のＣＭＰ研磨速度は、窒化ケイ素のＣＭＰ研磨速度よりも大きいの
で、ＳＴＩ構造５５の上面６０は、窒化ケイ素層３８の上面５９より陥凹している。
【００１４】
　ＳＴＩ構造５５の形成を完了するために、フッ化水素（ＨＦ）洗浄プロセスに従ってウ
エハを洗浄し、ＨＦウエット・エッチングなど既知のプロセスを用いて窒化ケイ素層３８
およびパッド酸化物層３６を除去し、最後にウエハをもう一度洗浄する。図８は、これら
の加工工程の完了後の側壁６２を含めたＳＴＩ構造５５の構造要素を示す。便宜上、低密
度誘電体材料５６Ａと高密度誘電体材料５６Ｂは別々に示してはいない。
【００１５】
　窒化ケイ素層３８およびパッド酸化物層３６を除去するためのウエット・エッチング・
プロセス中に、低密度誘電体材料と高密度誘電体材料の界面にボイド７０（図８参照）が
形成される。
【００１６】
　後のゲート・ポリシリコン層の堆積中に、側壁６２の周りおよびボイド７０中に望まし
くないポリシリコン・ストリンガ（「ラップ・アップ（ｗｒａｐ－ｕｐｓ）」と称される
）が形成される可能性がある。これらのストリンガは、短絡またはリーク電流経路を生じ
、それによりＳＴＩの分離機能が働かなくなり、そのため集積回路の性能が低下し、その
結果信頼性の問題およびデバイス不良がもたらされることがある。界面におけるボイド形
成を防ぐプロセス・スキームが望まれる。
【００１７】
　ボイド７０の幅および深さを（したがって、ポリシリコン・ストリンガが形成される可
能性を）減らそうという努力として、窒化ケイ素層３８およびパッド酸化物層３６を除去
するためのウエット・エッチング・プロセスの後の洗浄工程（典型的にはフッ酸洗浄）の
継続時間を短くすることが知られている。しかしながら、洗浄時間を短縮すると、窒化物
残渣および汚染物質が基板３０上に残存することがあり、ＳＴＩ構造５５および基板３０
内で望ましくない短絡またはリーク電流が生じるおそれがあることも知られている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明の目的は、半導体基板において、トレンチを充てんしている材料のボイド中に誘
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電体材料が配設されたシャロー・トレンチ分離構造およびそのシャロー・トレンチ分離構
造を形成する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　一実施形態によれば、本発明は、集積回路内にシャロー・トレンチ分離構造を形成する
方法を含む。この方法は、半導体層を設ける工程と、半導体層内に開口部を形成する工程
と、開口部に誘電体材料を堆積させる工程と、誘電体材料の上にコンフォーマルに材料を
堆積させる工程と、コンフォーマルな材料を除去する工程とを含み、誘電体材料中に形成
されることがあるボイドが、コンフォーマルな材料を除去する工程の後に、コンフォーマ
ルな材料によって少なくとも部分的に充てんされる。
【００２０】
　本発明の別の実施形態によれば、集積回路構造が、半導体層と、半導体層内に形成され
たデバイス分離構造であって、半導体層内のトレンチに配設された第１の誘電体材料を含
み、トレンチの側壁に隣接する第１の誘電体材料中にボイドが存在することがあるデバイ
ス分離構造と、ボイド内の第２の誘電体材料とを含む。
【００２１】
　本発明についての以下の詳細な説明を図面と併せ読めば、本発明をより容易に理解する
ことができ、また本発明の利点および用途がより容易に明らかになる。
　一般的な慣行に従って、記載されているデバイスの様々なフィーチャは原寸に比例して
示してはおらず、本発明にとって重要な特定のフィーチャを強調するように示してある。
図面および明細書を通して、同じ参照文字は同じ要素を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明によるＳＴＩ構造の形成に関する特定の方法および構造を詳細に説明する前に、
本発明は、主として要素とプロセス工程の新規な自明でない組合せにあることを理解され
たい。当業者には容易に明らかになるであろう詳細によって開示があいまいにならないよ
うに、従来通りの一部の要素および工程はあまり詳しく提示されておらず、本発明を理解
するのに重要な他の要素および工程を図面および明細書により詳細に説明する。
【００２３】
　以下の実施形態は、本発明の構造または方法の範囲を定義するものではなく、例示的な
構成を提供するものにすぎない。これらの実施形態は、必須ではなく許容であり、また網
羅的ではなく例示的である。本発明は、上述の従来プロセスに伴うボイド７０の悪影響を
回避するＳＴＩ構造を形成する方法を含む。
　図１は、窒化ケイ素層３８除去後のＳＴＩ構造５５を示す。本発明の教示によれば、パ
ッド酸化物層３６が基板３０の上に残っている。
【００２４】
　本発明によれば、コンフォーマルな窒化ケイ素層８０（厚さ約５０ｎｍ～１００ｎｍ）
をパッド酸化物層３６の上に堆積させ、ボイド７０を窒化ケイ素領域８０Ａで充てんする
。図２を参照のこと。一実施形態によれば、ＬＰＣＶＤ法を用いて窒化ケイ素層８０を堆
積させ、それによりボイド７０を充てんするためのコンフォーマルな材料層を生成する。
コンフォーマルな誘電体材料層（たとえば酸窒化ケイ素）を生成する他の方法をＬＰＣＶ
Ｄ法の代わりに使用してボイド７０を充てんすることもできる。たとえば、適切に制御し
たＰＥＣＶＤ法を使用して窒化ケイ素のコンフォーマルな層を堆積させることができる。
コンフォーマルな炭化ケイ素層（通常、化学気相成長法に従って堆積させる）を使用して
ボイド７０を充てんすることもできる。
【００２５】
　パッド酸化物層３６およびトレンチ内の誘電体材料５６に達すると終了する、終点が制
御された従来のブランケット窒化物エッチ・バック法を用いて窒化ケイ素層８０をエッチ
ングする。図２を参照のこと。窒化ケイ素領域８０Ａは、図のようにボイド７０中に残り
、少なくとも部分的にボイド７０を充てんしている。
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【００２６】
　一実施形態においては、窒化物エッチングは２工程プロセスを含む。第１の工程中は、
酸素とフッ素含有ガス（たとえばＣ２Ｆ６またはＣＦ４）の混合物を、それぞれ約５ｓｃ
ｃｍおよび約１００ｓｃｃｍの流量でプラズマ・エッチング・チャンバに供給する。チャ
ンバ圧は約１００ｍＴｏｒｒであり、エッチング室に供給される電力は約４５０Ｗである
。当業者には知られているように、流量、圧力および電力が所与の特定値から少なくとも
１０％変わっても、エッチング結果が損なわれることはない。
【００２７】
　次に、所望の選択性を提供するために重合ガス（たとえば約１０ｓｃｃｍのＣＨＦ３）
、アルゴン（約２０ｓｃｃｍ）およびフッ素含有ガス（約１０ｓｃｃｍ）の混合物を用い
て、下にある半導体基板３０に対して選択的なオーバー・エッチング・プロセスを行う。
チャンバ圧は約１００ｍＴｏｒｒであり、エッチング・チャンバに供給される電力は約３
００Ｗである。流量、圧力および電力は、所与の特定値から少なくとも１０％変わっても
よい。他のエッチング・プロセスを利用して窒化ケイ素層８０をエッチングすることもで
きることが当業者には理解される。ＨＦウエット・エッチングなど既知のプロセスを用い
てパッド酸化物を除去し、ウエハを（たとえばＲＣＡ洗浄プロセスを用いて）洗浄する。
最終的なＳＴＩ構造８４を図４に示す。
【００２８】
　コンフォーマル特性を有するので、窒化ケイ素膜８０がボイド７０を充てんするだけで
なく、エッチ・バックの後に、窒化ケイ素領域８０ＢがＳＴＩ構造８４の側壁６２上に残
り、それによりその後の加工中に側壁６２が削られまたは劣化されないよう保護される。
【００２９】
　幅広のＳＴＩ構造は、上面５９から二酸化ケイ素を除去するためのＣＭＰプロセス中に
ディッシングの影響を受けやすいことが知られている。ディッシング効果を誇張して図７
に示す。コンフォーマルな窒化ケイ素層８０の残留物８０Ｃがディッシングされた領域を
覆ってより平坦なＳＴＩ上面を提供する。これは、フォトリソグラフィおよび後続の材料
層の堆積中に有益である。図４を参照のこと。
【００３０】
　本発明の頑強な手法は、ＳＴＩ構造中でのボイド形成および（エッチング速度など）ラ
ンダムなプロセス変動をもたらし、それにより比較的大きな問題のあるボイドを生じさせ
るおそれがある従来の作製方法の影響を未然に防ぐ。本発明では、再現可能な一貫した方
法に従ってボイドのないＳＴＩ構造が作製される。ポリシリコン・ストリンガが形成され
る確率が大幅に減少し、デバイスの信頼性が大幅に向上し、デバイスの欠陥率が大幅に低
下する。
【００３１】
　半導体基板内にＳＴＩ構造を形成するのに有用なアーキテクチャおよびプロセスを説明
してきた。本発明の具体的な用途および例示的な諸実施形態を説明し、論じてきたが、こ
れらは本発明を様々なやり方および様々な回路構造で実施するための基礎となるものであ
る。本発明の範囲内で多数の変形形態が可能である。記載した諸実施形態の１つまたは複
数に関連するフィーチャおよび要素は、すべての実施形態に必須の要素と解釈されるもの
ではない。本発明は添付の特許請求の範囲によってのみ限定される。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の教示に従ってシャロー・トレンチ分離構造を形成するための一加工工程
中の基板の断面図である。
【図２】本発明の教示に従ってシャロー・トレンチ分離構造を形成するための、上記工程
に続く加工工程中の基板の断面図である。
【図３】本発明の教示に従ってシャロー・トレンチ分離構造を形成するための、上記工程
に続く加工工程中の基板の断面図である。
【図４】本発明の教示に従ってシャロー・トレンチ分離構造を形成するための、上記工程



(7) JP 5579358 B2 2014.8.27

に続く加工工程中の基板の断面図である。
【図５】従来技術のシャロー・トレンチ分離構造を形成するための一加工工程中の基板の
断面図である。
【図６】従来技術のシャロー・トレンチ分離構造を形成するための上記工程に続く加工工
程中の基板の断面図である。
【図７】従来技術のシャロー・トレンチ分離構造を形成するための上記工程に続く加工工
程中の基板の断面図である。
【図８】従来技術のシャロー・トレンチ分離構造を形成するための上記工程に続く加工工
程中の基板の断面図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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